
　
去
る
�
月
９
日
か
ら
�

日
ま
で
、
神
津
会
長
を
団

長
と
し
た
税
制
視
察
団
は

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
（
以

下
「
Ｎ
Ｚ
」
）
を
訪
問
し

た
。
こ
れ
は
昨
年
の
ド
イ

ツ
と
ス
イ
ス
の
税
制
視
察

の
際
に
、Ｖ
Ａ
Ｔ
制
度
は
、

Ｎ
Ｚ
が
世
界
で
最
も
進
ん

で
い
る
と
伺
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

　
主
た
る
目
的
は
、
�
％

と
い
う
税
率
で
あ
り
な
が

ら
単
一
税
率
を
堅
持
し
て

い
る
Ｎ
Ｚ
の
Ｇ
Ｓ
Ｔ
（
Ｇ

ｏ
ｏ
ｄ
ｓ
ａ
ｎ
ｄ
Ｓ
ｅ
ｒ
ｖ
ｉ
ｃ
ｅ

ｓ
Ｔ
ａ
ｘ
）
、
す
な
わ
ち

日
本
の
消
費
税
の
仕
組
み

に
関
す
る
情
報
を
得
る
た

め
で
あ
り
、
本
稿
で
は
そ

の
要
旨
に
つ
い
て
紹
介
す

る
。

　
今
回
の
訪
問
先
は
、
Ｎ

Ｚ
財
務
省
・
内
国
歳
入

庁
、
ビ
ク
ト
リ
ア
大
学
及

び
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
オ
ー
ク
ラ
ン

ド
事
務
所
の
３
カ
所
で
あ

る
。１

　
Ｎ
Ｚ
の
概
要
　
　

　
Ｎ
Ｚ
で
は
、
８
世
紀
頃

か
ら
先
住
民
で
あ
る
マ
オ

リ
人
が
狩
猟
生
活
を
送
っ

て
い
た
が
、
そ
の
後
、
１

６
４
２
年
に
Ｎ
Ｚ
が
オ
ラ

ン
ダ
人
に
発
見
さ
れ
、
１

７
６
９
年
に
イ
ギ
リ
ス
人

の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ク
ッ
ク

が
上
陸
し
、
こ
こ
か
ら
商

業
捕
鯨
な
ど
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　
１
８
４
０
年
に
マ
オ
リ

人
と
英
国
と
の
間
で
条
約

が
結
ば
れ
、
英
国
主
権
下

と
な
っ
た
が
、
し
ば
ら
く

は
両
者
の
紛
争
は
絶
え
な

か
っ
た
。
や
が
て
１
９
０

７
年
に
英
国
連
邦
に
お
け

る
自
治
権
が
確
立
さ
れ
、

第
一
次
世
界
大
戦
後
は
、

国
際
連
盟
に
原
加
盟
国
と

し
て
参
加
し
て
い
る
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
に
は

ほ
と
ん
ど
巻
き
込
ま
れ

ず
、
繁
栄
を
続
け
た
が
、

オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
や
Ｅ
Ｃ

（
欧
州
諸
共
同
体
）
創
設

に
伴
う
輸
出
市
場
の
喪
失

に
よ
り
経
済
不
況
と
な

り
、
１
９
８
４
年
の
労
働

党
政
権
誕
生
以
降
は
、
経

済
改
革
・
行
政
改
革
を
進

め
て
い
る
。

　
国
土
面
積
は
�
・
８
万

平
方
㌖
と
、
日
本
の
７
割

程
度
で
あ
る
。
首
都
は
ウ

ェ
リ
ン
ト
ン
で
、
北
島
の

最
南
端
に
位
置
し
て
い

る
。
人
口
は
４
６
９
万
人

（
２
０
１
６
年
時
点
）で
、

福
岡
県
よ
り
や
や
少
な
い

程
度
で
あ
る
。
ま
た
、
一

人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
３

万
９
４
２
６
米
ド
ル
（
２

０
１
６
年
時
点
）
で
、
日

本
の
３
万
８
８
９
４
米
ド

ル
よ
り
多
い
。
国
民
の
平

均
寿
命
は
�
・
６
歳
で
、

日
本
の
�
・
７
歳
よ
り
や

や
短
い
。

２
　
Ｎ
Ｚ
の
社
会
保
障

　
制
度
　
　
　
　
　
　

　
Ｎ
Ｚ
は
、
国
民
が
社
会

保
険
料
を
負
担
し
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
「
南
半

球
の
福
祉
国
家
」
と
ま
で

い
わ
れ
る
高
福
祉
国
家
で

あ
る
。
そ
の
特
徴
は
「
社

会
保
障
は
税
に
よ
っ
て
賄

う
」
と
い
う
基
本
的
政
策

に
あ
る
。

　
Ｎ
Ｚ
の
社
会
保
障
制
度

は
、
受
給
額
が
負
担
に
リ

ン
ク
せ
ず
、
ま
た
、
再
分

配
効
果
が
大
き
い
と
い
う

特
性
を
持
つ
。
そ
の
背
景

に
は
、
階
級
社
会
で
は
な

く
「
平
等
」
の
理
念
を
基

に
国
家
が
建
設
さ
れ
て
き

た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。

１
８
７
７
年
に
は
「
義
務

教
育
の
無
償
化
」
を
実
施

し
、
１
８
９
３
年
に
は
世

界
で
初
め
て
「
女
性
の
参

政
権
」
を
実
現
す
る
等
、

国
家
形
成
に
お
け
る
「
平

等
」
に
つ
い
て
の
歴
史
的

合
意
が
あ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　
現
在
の
社
会
保
障
制
度

は
、
真
に
社
会
保
障
を
必

要
と
す
る
低
所
得
者
等
へ

の
重
点
的
給
付
施
策
を
特

徴
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、

世
帯
単
位
の
資
力
調
査
、

す
な
わ
ち
所
得
の
確
認
が

給
付
の
要
否
及
び
給
付
内

容
の
判
断
の
た
め
に
重
要

な
要
素
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
所
得
の
確
認
が
で
き

る
行
政
当
局
が
、
家
族
給

付
の
制
度
設
計
や
給
付
事

務
に
も
関
与
す
る
こ
と
に

な
る
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
関
し

て
、
以
前
は
、
所
得
を
得

た
段
階
で
内
国
歳
入
庁
に

申
請
し
て
付
番
を
受
け
て

い
た
が
、
数
年
前
か
ら
、

出
生
と
と
も
に
付
番
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
世
帯
状

況
の
把
握
に
寄
与
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。

　
具
体
的
な
給
付
は
、
１

週
間
ご
と
、
２
週
間
ご
と

ま
た
は
年
度
末
に
行
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、

主
と
し
て
子
供
の
育
成
に

か
か
わ
る
も
の
と
、
最
低

限
の
生
活
を
保
障
す
る
も

の
に
分
か
れ
る
。
内
国
歳

入
庁
の
説
明
に
よ
る
と
、

Ｎ
Ｚ
で
は
、
世
帯
概
念
に

厳
格
性
を
欠
く
た
め
に
、

子
供
が
ど
の
親
と
生
活
を

し
て
い
る
か
を
把
握
す
る

こ
と
が
難
し
く
、
雇
用
情

報
か
ら
得
ら
れ
る
世
帯
所

得
の
情
報
も
必
ず
し
も
正

確
で
は
な
い
と
い
う
。
そ

れ
で
も
、
消
費
を
促
し
、

低
所
得
家
庭
の
子
供
に
Ｇ

Ｓ
Ｔ
を
負
担
さ
せ
な
い
と

い
う
方
針
の
下
に
給
付
が

実
行
さ
れ
て
い
る
。

　
給
付
の
対
象
と
な
る
低

所
得
者
と
は
、
世
帯
単
位

の
収
入
が
３
万
６
０
０
０

Ｎ
Ｚ
ド
ル
（
約
２
８
０
万

円
）
以
下
の
者
で
、
前
年

度
の
申
告
所
得
に
よ
っ
て

判
断
さ
れ
る
。

　
こ
の
結
果
、
歳
出
総
額

９
５
８
億
Ｎ
Ｚ
ド
ル
の
う

ち
�
％
が
年
金
費
用
、
�

％
が
生
活
支
援
費
、
�
％

が
医
療
費
、
そ
し
て
�
％

が
教
育
関
連
費
と
な
っ
て

お
り
、
国
民
へ
の
還
元
が

歳
出
総
額
の
�
％
を
占
め

て
い
る
。

３
　
Ｎ
Ｚ
の
税
制
概
要

　
Ｎ
Ｚ
の
税
収
内
訳
は
、

個
人
の
所
得
税
が
�
％
、

法
人
税
が
�
・
１
％
、
そ

し
て
Ｇ
Ｓ
Ｔ
が
�
％
と
な

っ
て
い
る
。
Ｎ
Ｚ
に
地
方

税
は
な
い
（
例
外
的
に
不

動
産
に
対
す
る
使
用
料
を

負
担
す
る
）
。
ま
た
、
Ｎ

Ｚ
で
は
、
譲
渡
所
得
に
対

す
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン

課
税
は
な
く
、
相
続
税
や

贈
与
税
も
な
い
。

①
所
得
税

　
Ｎ
Ｚ
国
内
で
の
就
労
に

よ
る
収
入
、
投
資
、
そ
し

て
事
業
に
よ
る
収
入
を
得

た
す
べ
て
の
者
に
は
、
所

得
税
が
課
せ
ら
れ
る
。
税

率
は
、
�
・
５
～
�
％
の

累
進
税
率
で
あ
る
。

　
課
税
期
間
は
４
月
１
日

か
ら
３
月
�
日
ま
で
で
あ

り
、
申
告
期
限
は
７
月
７

日
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
会
計
専
門
家
（
納
税

代
理
人
）に
依
頼
す
る
と
、

申
告
期
限
が
翌
年
の
３
月

�
日
ま
で
延
長
さ
れ
る
。

　
所
得
が
給
与
の
み
の
場

合
は
、
源
泉
税
の
み
で
納

税
が
済
み
、
確
定
申
告
は

不
要
で
あ
る
。
個
人
の
所

得
に
関
し
て
は
、
一
切
の

所
得
控
除
は
認
め
ら
れ
な

い
。
税
制
に
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
は
持
ち
込
ま
な
い
と

い
う
方
針
の
表
れ
で
あ

る
。

　
被
雇
用
者
は
給
与
か
ら

源
泉
所
得
税
が
徴
収
さ
れ

て
、
雇
用
主
は
毎
月
１
回

な
い
し
２
回
、
源
泉
所
得

税
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

②
法
人
税

　
Ｎ
Ｚ
国
内
で
事
業
を
営

み
、
収
益
を
得
て
い
る
株

式
会
社
形
式
の
企
業
に

は
、
法
人
税
が
課
せ
ら
れ

る
。
税
率
は
、
一
律
�
％

で
あ
る
が
、
信
託
等
に
対

す
る
税
率
は
�
％
と
な
っ

て
い
る
。
株
式
会
社
の
場

合
は
、
内
国
歳
入
庁
の
許

可
を
得
る
こ
と
で
、
決
算

期
を
自
由
に
選
択
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
法
人
税
法
上
も
、
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
は
一
切
な

い
。
株
式
会
社
へ
の
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
は
補
助
金
の

み
で
あ
る
。
ま
た
、
税
務

調
整
項
目
は
減
価
償
却
費

の
み
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。４

　
Ｎ
Ｚ
の
Ｇ
Ｓ
Ｔ
　

　
（
消
費
税
）
　
　
　

　
Ｎ
Ｚ
の
Ｇ
Ｓ
Ｔ
の
基
本

は
、
�
％
の
単
一
税
率
で

あ
り
、
例
外
的
に
ゼ
ロ
税

率
が
あ
る
。
ま
た
、
簡
易

課
税
制
度
は
存
在
し
な

い
。
そ
の
特
徴
は
、
課
税

対
象
範
囲
が
幅
広
い
こ

と
、
事
業
者
登
録
制
度
に

よ
っ
て
納
税
意
識
の
高
揚

を
図
る
こ
と
に
あ
り
、
具

体
的
に
は
次
の
点
が
挙
げ

ら
れ
る
。

・
課
税
対
象
範
囲
に
は
、

土
地
の
売
買
及
び
貸
付

け
、
補
助
金
、
政
府
か
ら

の
給
付
金
、
損
害
保
険
金

及
び
保
険
料
等
も
含
ま
れ

る
。

・
ゼ
ロ
税
率
の
対
象
は
、

基
本
的
に
、
輸
出
さ
れ
る

物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
と
さ

れ
て
い
る
が
、
登
録
事
業

者
の
税
負
担
を
な
く
す
観

点
か
ら
、
登
録
事
業
者
間

の
土
地
取
引
及
び
営
業
譲

渡
の
対
価
に
も
ゼ
ロ
税
率

が
適
用
さ
れ
る
。

・
課
税
対
象
外
取
引
は
、

有
価
証
券
の
売
買
、
生
命

保
険
の
保
険
金
及
び
保
険

料
、
居
住
用
住
宅
の
貸
付

等
と
非
常
に
少
な
い
。

・
年
間
の
課
税
売
上
が
６

万
Ｎ
Ｚ
ド
ル
（
約
４
８
０

万
円
）
を
超
え
る
、
ま
た

は
超
え
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
事
業
者
は
、
課
税
事

業
者
と
し
て
の
登
録
が
必

要
と
な
る
が
、
日
本
と
異

な
り
基
準
期
間
は
な
く
、

当
該
年
度
の
課
税
売
上
が

基
準
を
満
た
せ
ば
、
課
税

事
業
者
と
な
る
。
ま
た
、

年
間
の
課
税
売
上
が
６
万

Ｎ
Ｚ
ド
ル
未
満
で
あ
っ
て

も
、
課
税
事
業
者
と
し
て

登
録
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
実
際
に
、
売
上
基
準

を
満
た
し
て
い
な
い
登
録

事
業
者
の
数
は
、
全
体
の

�
％
近
く
に
も
な
る
が
、

支
払
っ
た
税
額
の
方
が
多

い
場
合
は
電
子
申
告
に
よ

り
簡
便
か
つ
迅
速
に
還
付

を
受
け
ら
れ
る
た
め
、
イ

ン
ボ
イ
ス
を
発
行
で
き
る

メ
リ
ッ
ト
の
方
が
大
き
い

と
い
う
こ
と
の
表
れ
か
と

考
え
る
。

　
Ｇ
Ｓ
Ｔ
の
申
告
回
数

は
、
課
税
売
上
高
に
応
じ

て
、
月
次
、２
カ
月
ご
と
、

四
半
期
ご
と
、
６
カ
月
ご

と
と
変
わ
っ
て
く
る
が
、

自
主
的
な
早
期
申
告
及
び

納
付
は
任
意
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
年
間
課
税
売
上
高
が
�

万
Ｎ
Ｚ
ド
ル
（
約
４
０
０

０
万
円
）
未
満
で
あ
れ
ば

６
カ
月
ご
と
に
、
２
４
０

０
万
Ｎ
Ｚ
ド
ル
（
約
�
億

２
０
０
０
万
円
）以
上
（全

体
の
約
５
％
の
事
業
者
が

該
当
）
で
あ
れ
ば
毎
月
の

申
告
が
義
務
と
な
る
。
実

際
に
は
、
多
く
の
登
録
事

業
者
（全
体
の
�
・
２
％
）

は
、
２
カ
月
ご
と
に
申
告

及
び
納
付
を
し
て
い
る
。

事
業
者
が
課
税
事
業
者
登

録
を
す
る
場
合
に
は
、
採

用
す
る
会
計
方
法
や
申
告

回
数
を
選
択
し
、
内
国
歳

入
庁
に
登
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
Ｇ
Ｓ
Ｔ
の
算
出
方
法

は
、
３
通
り
あ
る
。
年
間

課
税
売
上
高
が
２
０
０
万

Ｎ
Ｚ
ド
ル
（
約
１
億
６
０

０
０
万
円
）
以
下
で
あ
れ

ば
、
支
払
基
準
を
採
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
年
間

課
税
売
上
高
が
２
４
０
０

万
Ｎ
Ｚ
ド
ル
以
上
で
あ
れ

ば
、
イ
ン
ボ
イ
ス
基
準
だ

け
と
な
る
。
更
に
、
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ド
基
準
（
収
入
は
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イ
ン
ボ
イ
ス
基
準
、
支
払

は
支
払
基
準
）
を
採
用
す

る
こ
と
も
で
き
る
。

　
な
お
、
申
告
及
び
納
付

は
、
課
税
期
間
末
の
翌
月

�
日
ま
で
に
行
い
、
還
付

手
続
に
は
通
常
５
～
�
日

程
度
か
か
る
よ
う
で
あ

る
。
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
の
説
明
で

は
、
Ｇ
Ｓ
Ｔ
は
簡
単
な
仕

組
み
で
あ
る
か
ら
、
申
告

作
業
は
４
週
間
あ
れ
ば
十

分
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
は
、
定
型

的
な
書
式
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
「
ｔ
ａ
ｘ
ｉ
ｎ
ｖ

ｏ
ｉ
ｃ
ｅ
」
と
い
う
名
称
と

登
録
事
業
者
番
号
を
記
載

す
る
必
要
が
あ
り
、
１
０

０
０
Ｎ
Ｚ
ド
ル
（
約
８
万

円
）
以
上
の
取
引
の
場
合

に
は
、
更
に
、
①
事
業
者

の
名
前
及
び
住
所
②
取
引

年
月
日
③
購
入
し
た
物
品

や
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
④
税

抜
取
引
金
額
、
Ｇ
Ｓ
Ｔ
の

額
及
び
そ
の
合
計
金
額
⑤

購
入
者
の
名
前
及
び
住
所

―
―
の
記
載
が
必
要
と
な

る
。

　

「ｔ
ａ
ｘ
ｉ
ｎ
ｖ
ｏ
ｉ
ｃ
ｅ
」
の

名
称
と
登
録
事
業
者
番
号

の
記
載
義
務
付
け
を
除
け

ば
、
そ
の
内
容
は
、
日
本

型
イ
ン
ボ
イ
ス
と
あ
ま
り

違
い
は
な
い
よ
う
に
思
え

る
。
な
お
、
�
Ｎ
Ｚ
ド
ル

（
約
４
０
０
０
円
）
未
満

の
取
引
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス

が
な
く
て
も
、
支
払
を
証

明
す
る
資
料
が
あ
れ
ば
足

り
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
日
本
で
は
、
消
費
税
は

低
所
得
者
に
対
し
て
逆
進

性
が
あ
る
と
し
て
、
食
料

品
等
へ
の
軽
減
税
率
の
導

入
が
決
ま
っ
た
が
、
Ｎ
Ｚ

で
も
、
同
様
の
議
論
が
今

で
も
あ
る
よ
う
だ
。
し
か

し
、事
務
コ
ス
ト
の
増
加
、

税
収
の
減
少
に
よ
る
財
政

リ
ス
ク
が
大
き
い
こ
と
等

の
理
由
か
ら
、
単
一
税
率

の
維
持
は
継
続
す
る
と
思

わ
れ
る
。

お
わ
り
に
　
　
　
　
　

　
最
後
に
、
ビ
ク
ト
リ
ア

大
学
の
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ホ

ワ
イ
ト
教
授
か
ら
、
Ｇ
Ｓ

Ｔ
に
つ
い
て
と
て
も
有
用

な
お
話
を
伺
っ
た
。

　
ホ
ワ
イ
ト
教
授
は
、
Ｎ

Ｚ
の
Ｇ
Ｓ
Ｔ
制
度
に
大
変

誇
り
を
抱
い
て
お
ら
れ
る

が
、
Ｎ
Ｚ
に
お
い
て
Ｖ
Ａ

Ｔ
や
Ｇ
Ｓ
Ｔ
に
関
す
る
研

究
者
が
少
な
い
こ
と
及
び

ア
ジ
ア
地
域
の
今
後
�
年

の
経
済
成
長
の
可
能
性
を

考
え
る
と
、
こ
の
税
制
が

重
要
で
あ
る
と
の
認
識
が

各
国
に
お
い
て
乏
し
い
こ

と
を
嘆
い
て
お
ら
れ
た
の

が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
更

に
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
必
要

性
に
つ
い
て
質
問
す
る

と
、
そ
れ
を
税
制
上
価
値

あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
に

よ
り
派
生
す
る
詐
害
行
為

の
危
険
性
、
単
な
る
情
報

に
価
値
を
付
す
こ
と
の
リ

ス
ク
、
今
後
の
情
報
社
会

を
考
え
た
場
合
の
電
子
商

取
引
（
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー

ン
な
ど
）
に
お
け
る
イ
ン

ボ
イ
ス
の
無
益
さ
に
つ
い

て
、意
見
を
述
べ
ら
れ
た
。

　
シ
ン
プ
ル
な
税
制
の
お

手
本
の
よ
う
な
国
で
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
税
制
は

小
国
だ
け
の
特
権
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
現
地
で
日
本

大
使
館
及
び
日
本
領
事
館

の
方
々
か
ら
も
貴
重
な
情

報
を
頂
い
た
こ
と
に
、
心

よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た

い
。
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